
① 市民憲章
② 市章
③ 市の木、花及び市民の歌等
④ 都市宣言

２０　慣行

議 案 附 属 資 料
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【第２５号議案　　慣行の取扱い（協定項目番号２０）】

調 整 の 内 容
現 況



慣行の取扱い

１　市民憲章については、新市としての一体感を醸成するため、合併後、速やかに制定するものとする。

２　市章については、岐阜市の市章を適用するものとする。

３　

４　都市宣言については、合併後、速やかに宣言の内容等について検討するものとする。

【新潟市】

（１）市民憲章は、新潟市の制度に統一する。

　ただし、黒崎町民憲章は、黒崎地区の憲章として継承していく。

（２）市民歌は、新潟市の制度に統一する。

　ただし、黒崎町の町民歌については、黒崎地区の愛唱歌として伝承していく。

（３）「市の木」「市の花」は、新潟市の制度に統一する。

　ただし、黒崎町の木については、黒崎地区の推奨の木として伝承していく。

【長崎市】

長崎市き章、長崎市の花及び木並びに長崎市歌を適用するものとする。

１　き章及び町章については、それぞれの地区のシンボルとして継承するものとする。

２　町の花、木、花木、鳥及び魚については、それぞれの地区の推奨の花、木、花木、鳥及び魚とするものとする。

３　町民歌については、それぞれの地区の愛唱歌として伝承していくものとする。

調整の内容

ただし、香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町及び三和町のき章、町章、町の花、木、花木、鳥及び魚並びに町民歌は、次のとおり
取扱うものとする。

市の木、花及び市民の歌等については、新市としての一体感を醸成するため、合併後、速やかに制定について検討するものとする。ただ
し、現行の市町の木、花及び市民の歌等については、それぞれの地域において継承していくよう努めるものとする。

参 考 資 料岐阜広域合併協議会の調整内容

２０

先進地事例

協定項目内容協定項目番号



参 考 資 料岐阜広域合併協議会の調整内容

笠松町羽島市

町民憲章　昭和54年10月16日制定町民憲章　昭和57年4月1日制定

柳津町

市民憲章　昭和54年4月1日制定

現　　　　況

岐阜市

　わたくしたち岐阜市民は　金華山と長良川の
もつ美しい自然にはぐくまれてきた伝統をうけ
つぎ　市民相互のつながりを強め　自由と平和
を尊ぶまちをきずくため

１　自然をいかし　人間を尊重する
　　　　　　　住みよいまちをきずきます

１　青少年には夢　老人には安らぎのある
　　　　　　　心のかよったまちをきずきます

１　働くことに喜びをもち　健全に余暇を楽しむ
　　　　　　　活気のあるまちをきずきます

１　きまりを守り　相手の気持ちを大切にし
　　　　　　　助け合いのあるまちをきずきます

１　広く交わり　教養を高め　個性を伸ばし
　　　　　　　豊かなまちをきずきます

　わたくしたちの先人は、木曾・長良の水によ
る試練に耐えて、豊かな土地と、すばらしい文
化をつくりあげてきました。
　わたくしたちは、この伝統ある羽島市民とし
て、限りない誇りと希望をもち、より充実した
日々をすごすため、

１　安全に努め、健康なまちをつくります。

１　教養を深め、文化の高いまちをつくります。

１　自然を愛し、緑豊かなまちをつくります。

１　仕事に励み、活気のあるまちをつくります。

１　家庭を守り、心のふれあうまちをつくりま
す。

　わたくしたちは　柳津町民であることに誇りと
責任をもち　豊かで美しく融和にみちた　活気
あふれるまちづくりをめざし　願いをこめて　こ
の町民憲章を定めます

１　自然のめぐみに感謝し
　　　太陽と緑の美しいまちをつくりましょう

１　きまりを守り　助けあい
　　　あたたかい心のつながりを深めましょう

１　健康なからだをつくり　楽しく働き
　　　豊かな暮らしをきずきましょう

１　喜びと希望にみちた家庭をつくり
　　　若い力をそだてましょう

１　教養を高め　個性を伸ばし
　　　文化のかおり高いまちをつくりましょう

  木曽の清流にはぐくまれ、木曽の奔流に耐え
て、力強く生きぬいた誇り高いわたしたち笠松
町民は、豊かな明るい生活をめざして　この憲
章を定めます。

１．いつも学習に励み
　　　　　　　生活や文化を高めましょう

１．お互いが助け合う心を養い
　　　　　　　幸せを求めましょう

１．みんなの健康 安全と
　　　　　　　家族のだんらんに心がけましょう

１．自然を愛し
　　　　　　　清潔で美しい環境をつくりましょう

１．社会の恩恵に感謝し
　　　　　　　働くことに生きがいをみつけましょう

市民憲章　昭和48年3月27日制定



岐阜広域合併協議会の調整内容 参 考 資 料

北方町 岐南町

現　　　　況

　わたしたちのまち岐南町は、岐阜県の表玄
関です。
　わたしたちは、この郷土を心から愛し、豊か
で住みよい健康な都市づくりのため、この憲章
をさだめ、次のことがらを生活のよりどころとし
て、力強く前進していきましょう。

◎たがいに助け合い、楽しいまちをつくりましょ
う。

◎働くことに喜びをもち、活気あるまちをつくり
ましょう。

◎きまりを守り、住みよいまちをつくりましょう。

◎青少年に夢と誇りを持たせるまちをつくりま
しょう。

◎教養を高め、文化のかおりたかいまちをつく
りましょう。

町民憲章　昭和54年3月1日制定 町民憲章　昭和51年9月27日制定

　わたくしたちは、北方町を愛し、ともに仲よく
住みよい町をつくることをねがい､この憲章を
定めます。

１．つねに学び　文化の町をつくりましょう

１．健康に心がけ　明るい町をつくりましょう

１．きまりを守り　住みよい町をつくりましょう

１．働くことを喜び　豊かな町をつくりましょう

１．花や木をそだて　緑の町をつくりましょう



市の花　サルビア 市の花　美濃菊 町の花　むらさきはなな

　　　　　　　平成4年9月28日指定

市の木　つぶらじい 市の木　貝塚伊吹 町の木　やなぎ 町の木　松

　　　　　　　昭和52年12月15日指定

町の色　萌黄色

町のキャラクター　やなちゃん

羽島市民の歌

羽島音頭

柳津町 笠松町

町章　昭和52年12月15日制定 町章　昭和40年4月1日制定

  この地は古くは「井の口」と呼ばれ、織田信長
が「岐阜」の名を全国に広めました。この由緒
あるいわれに基づき、「井ノ口」の「井」をもって
本市の市章と定めたものです。

　竹鼻城主の紋所と羽島市の「羽」をデザイン
化したもので、円満な市政を象徴しています。

岐阜市

　　昭和47年10月22日指定

  旧柳津村、佐波村の頭文字の構成になるも
ので、Ｓによる外輪は両地区の和を意味し、柳
の若葉を承継したＹと互いにがっしりと抱き合
う姿は、合併後の柳津町発展の基盤を両者の
和と固い団結に求めたものであります。

　カサと松葉模様で町名を斬新にえがき、円は
親和協調を、円内の鋭角は町の躍進と栄光の
道を力強く表現したものです。

昭和49年11月12日指定

羽島市

岐阜広域合併協議会の調整内容

現　　　　況

参 考 資 料

　作詞　　　　松野武雄

　作曲　　　　兼田　敏

岐阜市民の歌　　昭和54年3月15日制定

　　昭和47年10月22日指定 　　昭和48年11月1日指定

　　昭和48年11月1日指定

市章　明治42年8月27日制定 市章　昭和29年8月1日制定



町章　昭和61年7月15日制定

町の花　スイセン 町の花　菊

　　　　　　　　昭和50年2月4日指定

町の木　モチノキ 町の木　モチノキ

　　　　　　　　昭和50年2月4日指定

昭和58年11月制定

昭和58年11月制定

現　　　　況

参 考 資 料

  「岐南」の「G」を基本に、「岐南町」が未来へ
向かって力強く躍進するすがたを表現したもの
です。

北方町

岐阜広域合併協議会の調整内容

町章　大正5年制定

　明治初期の戸長、近藤友諒氏が旧戸田家の
裏紋の蔦に北方の北を図案化して考案したも
ので、明治22年の町制施行の時から使用して
いる

岐南町



平和都市宣言　昭和63年7月1日宣言 平和都市宣言　平成9年1月24日宣言 非核平和都市宣言　平成7年12月22日宣言

　明日をになう青少年の教育は、国をあげての重大
事である。
　本市は、かねてより教育の重点をここにおき、各
般にわたるその対策を図ってきたのであるが、青少
年の非行化は増加の傾向にあり憂慮すべき状態に
あるので、この際抜本的な方途を講ずる必要を痛
感するに至った。
　青少年愛護の完璧を期し、非行化を事前に防ぎ、
心身共に健康な新時代の青少年を育てるために、
家庭教育の質的改善とその徹底を図り、社会環境
を浄化し、青少年愛護の施策を強化し、全市民の自
覚と積極的協力を求め、その総力を結集することを
期して、ここに岐阜市を「青少年愛護・非行防止都
市」とすることを宣言する。

青少年の愛護・非行防止都市宣言
　　　　　　　　昭和41年3月28日宣言

現　　　　況

岐阜広域合併協議会の調整内容 参 考 資 料

岐阜市 羽島市 柳津町 笠松町

　清流木曽川に代表される美しいふるさとをもつわ
たくしたち。自由と平和をとうとび活力に満ちた住み
よい笠松町の形成を目指すわたくしたちは、地球環
境と生態系の破壊をもたらす核兵器の脅威が今も
なお続いていることを深く憂慮するものである。
　笠松町議会は、被爆五十周年にわたり、すべての
核兵器と戦争をなくすことを訴え世界の人々と共に
真の恒久平和が達成されることを願い、ここに「非
核平和都市」を宣言する。

　豊かな水と緑に恵まれた我が羽島市は、市民と一
体になって「活力に満ちた、安全で住みよい街づく
り」を目指しています。
　私たちは、日本の将来を託す子どもたちや次代を
担う青年たちのためにも、平和な世界をつくり、育む
責任があります。
　よって、私たち羽島市民は、すべての核兵器と戦
争を廃絶することを強く訴え、世界の人々とともに真
の恒久平和が達成されることを願い、ここに「平和
都市｣を宣言する。

　緑豊かな金華山と清流長良川に代表されるわた
したちのふるさとは、自由と平和をとうとぶ風土をは
ぐくみ、活力に満ちた住みよいまちづくりを目指して
います。この美しい自然を愛し、自由と平和を求め
る心はわたしたちのみならず、人類共通の願いであ
ります。
　わたしたちの岐阜市は、世界の各都市と友好･姉
妹都市提携を進め、相互の信頼を深めつつ平和へ
の道を歩んでいます。
　市制施行100年を迎えるに当たり、すべての核兵
器と戦争をなくすことを訴え、世界の人々とともに真
の恒久平和が達成されることを願い、ここに「平和
都市」を宣言します。



北方町 岐南町

岐阜広域合併協議会の調整内容 参 考 資 料

現　　　　況



「生涯学習都市」宣言　平成3年12月1日宣言

元気･健康都市宣言　平成11年4月29日宣言

柳津町

２１世紀に生きる私たち岐阜市民は
夢と生きがいの持てる豊かな生活を目指し
一人ひとりのチャレンジと　地域の連帯のなかで
体　心　まち　自然
それぞれが元気で健康な「ぎふのまち」を
共に築くことを　ここに宣言します

参 考 資 料岐阜広域合併協議会の調整内容

現　　　　況

岐阜市

岐阜市生涯学習都市宣言　平成8年4月1日宣言

羽島市 笠松町

わたくしたち羽島市民は
水と緑に恵まれたふるさとをこよなく愛し
生きがいのある人生をおくるため
いま、何をなすべきかを問いかけ合いながら
生涯にわたって学び続け
自己を高め、ふれあいを大切にし
明るく豊かなまちづくりをめざして
ここに「生涯学習都市」を宣言します。

私たちは
　金華山と長良川に象徴される豊かな自然を守り
　楽市楽座の持つ自由で創造的な気風を高め
　人権を尊重し、互いに支え合うあたたかい地域社
会と
　活力に満ちた住みよいまちを
　主体的な活動によって実現します。

そのために私たちは、子どもから大人まで
　自ら学び・楽しみ・貢献することで生きがいをもつ
　生涯学習の生き方を進めます。

ここに自らの意思を明らかにするため
「生涯学習都市」を宣言します。



現　　　　況

北方町 岐南町

参 考 資 料岐阜広域合併協議会の調整内容



環境都市宣言　平成14年9月8日宣言
自然な姿をそのまま残す緑豊かな金華山。豊富で
清浄な水をたたえ、１３００年の鵜飼の伝統が今も
続く清流長良川。岐阜には先人たちが大切に守り
育て、受け継いできたかけがえのない自然がありま
す。
　こうした恵まれた環境を享受してきた私たちは、こ
の環境を維持するだけでなく、さらによりよいものと
して次代に引き継がなければなりません。
　いま、自然の持つ復元力を超え、地球規模での広
がりを見せる汚染や環境破壊が問題とされていま
す。求められるのは、一人ひとりの日常生活や社会
経済活動が、環境への負の要因となっていることを
認識し、環境に対して負荷の少ない、健全で持続可
能な社会を構築するための積極的な行動です。
　そこで、私たちは
　１　自然との共生、共存をはかり、快適環境を創出
します。
　１　循環型社会をめざした、事業活動や市民生活
を構築します。
　１　地域の環境づくりに、自ら積極的に取り組みま
す。
　これらを基本に「環境と調和する、人にやさしい都
市岐阜｣の創造を目指します。
　今後も、市民、企業、行政が一体となって、地球環
境の保全と、心やすらぐ都市環境を目指して、まち
づくり、地域づくりに取り組むことをここに宣言しま
す。

柳津町 笠松町岐阜市

岐阜広域合併協議会の調整内容

現　　　　況

羽島市

参 考 資 料



北方町

岐阜広域合併協議会の調整内容

岐南町

現　　　　況

参 考 資 料


